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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体（２）のためのネブライザ（１）、特に吸入器であって、
　前記流体（２）を収容した交換可能な容器（３）と、
　現在の容器（３）の作動回数及び／又は使用済みの又は依然として使用できる容器（３
）の個数を計数する計数装置（２３）とを有し、
　前記容器（３）は、前記流体（２）の運搬中、圧力発生中及び／又は噴霧化中、前記ネ
ブライザ（１）内で且つ／或いは前記ネブライザ（１）のハウジング部品（１８）に対し
て動くことができ、
　前記容器（３）は、電子記憶装置（２８）を備え、
　前記ネブライザ（１）、前記容器（３）及び／又は前記計数装置（２３）は、前記電子
記憶装置（２８）を電気的に接続する接続手段（３０）を有する、ネブライザ（１）にお
いて、
　前記接続手段（３０）は、前記容器（３）の軸方向端部又はベース（２１）のところに
又はこれに隣接して配置されている、ネブライザ。
【請求項２】
　前記ネブライザ（１）は、ロック（２４）を作動させる電気駆動装置（３４）を有し、
前記ロック（２４）は、前記容器（３）を交換しなければならない場合及び／又は現在の
容器（３）について所定の作動回数に達し又はこれを超えた場合、前記ネブライザ（１）
を第１のロック状態においてそれ以上使用できないようロックすると共に／或いは前記第
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１のロック状態に達する前に又は第２のロック状態において前記ネブライザ（１）の開放
又は容器（３）の交換ができないようロックする、請求項１記載のネブライザ。
【請求項３】
　前記電子記憶装置（２８）は、電気的に消去可能であり、プログラム可能であり且つ／
或いは読み取り専用であり、特にＥＥＰＲＯＭである、請求項１又は２記載のネブライザ
。
【請求項４】
　前記電子記憶装置（２８）は、前記容器（３）から分離できず且つ／或いは前記容器（
３）の前記ベース（２１）に取り付けられている、請求項１～３のうちいずれか一に記載
のネブライザ。
【請求項５】
　前記接続手段（３０）は、１つ又は２つ以上の導体（３１）及び／又はワイパ（３２）
を含む、請求項１～４のうちいずれか一に記載のネブライザ。
【請求項６】
　前記電子記憶装置（２８）は、保持要素（２９）によって前記容器（３）のところに又
はこれに取り付けられ、好ましくは、前記保持要素（２９）はリング状であると共に／或
いは前記容器（３）の一端部及び／又は前記ベース（２１）を包囲している、請求項１～
５のうちいずれか一に記載のネブライザ。
【請求項７】
　前記保持要素（２９）は、穿刺要素（２２）がその下方位置に動かされると、前記保持
要素（２９）を貫通して延びて前記容器（３）を穿刺し又はガス抜きすることができるよ
う、中央又は貫通孔（３３）を備えている、請求項６記載のネブライザ。
【請求項８】
　複数の導体（３１）が、好ましくは前記容器（３）又は保持要素（２９）の下側端面上
に、リング状に且つ／或いは同軸状に配置されている、請求項５～７のうちいずれか一に
記載のネブライザ。
【請求項９】
　複数の導体（３１）が、好ましくは前記容器（３）又は保持要素（２９）の下側端面上
に、リング状に且つ／或いは同軸状に配置され、前記導体（３１）は、前記穴（３３）周
りに同軸状に配置されている、請求項７記載のネブライザ。
【請求項１０】
　前記導体（３１）は、共通平面内に且つ／或いは保持要素（２９）の下縁部又は自由縁
部に対して軸方向にオフセットした状態で配置されている、前記請求項５～９のうちいず
れか一に記載のネブライザ。
【請求項１１】
　前記ワイパ（３２）は上方に且つ／或いは、前記容器（３）又は前記導体（３１）に対
して付勢される、前記請求項５～１０のうちいずれか一に記載のネブライザ。
【請求項１２】
　前記ネブライザ（１）は、前記容器（３）を交換するために取り外し可能又は開放可能
であるハウジング部品（１８）を有する、請求項１～１１のうちいずれか一に記載のネブ
ライザ。
【請求項１３】
　前記計数装置（２３）及び／又は前記接続手段（３０）は、前記ハウジング部品（１８
）及び／又は前記容器（３）上に又はこの中に、特にこれから分離できない状態で配置さ
れる、請求項１２記載のネブライザ。
【請求項１４】
　前記ネブライザ（１）は、携帯可能であるように設計され、特に、可搬式の手操作型器
具である、請求項１～１３のうちいずれか一に記載のネブライザ。
【請求項１５】
　前記計数装置（２３）は、前記容器（３）の動作を作動として計数すると共に／或いは
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前記接続手段（３０）は、少なくとも前記容器（３）の端位置で又は前記容器（３）の端
位置でのみ前記電子記憶装置（２８）への電気的接続を可能にする、請求項１４記載のネ
ブライザ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部に記載された流体を噴霧化するネブライザに関する。
【背景技術】
【０００２】
　国際公開第２００７／０２２８９８（Ａ２）号パンフレットは、霧状にされ又は噴霧化
されるべき流体のためのリザーバとして、流体の入っている内袋を備えた挿入可能な硬質
容器及び流体を送り出して噴霧化する駆動ばねを備えた圧力発生器を有するネブライザを
開示している。
【０００３】
　容器をネブライザのハウジング中に挿入することができる。ハウジングは、下側ハウジ
ング部品によって閉じられる。ハウジング部分内には計数装置が配置されている。計数装
置は、所定の作動回数に達し又は超えた場合にそれ以上使用できないようネブライザをロ
ックする。次に、ハウジング部品を計数装置及び容器と一緒に交換することができる。さ
らに、ネブライザは、或る特定の個数の容器を使用した場合又は或る特定の作動回数に達
したときにネブライザを永続的にロックする装置を有する。
【０００４】
　下側ハウジング部品を回すことにより、駆動ばねを引張り操作することができ、そして
流体を圧力発生器の圧縮チャンバ内に吸い込むことができる。それと同時に、容器をネブ
ライザ内のストローク運動の状態で下側ハウジング部分内に動かす。制止要素の手動によ
る作動後、駆動ばねが解除され、駆動ばねは、運搬管を圧力チャンバ内に動かし、その結
果、流体が駆動ばねによって圧力下に置かれ、そして推進ガスを使用しないで、エーロゾ
ルとしてノズルを通ってマウスピース中に送り出され又は噴霧化されるようになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００７／０２２８９８（Ａ２）号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、特に多数の且つ／或いは種々の容器について容易且つ／或いは向上し
た取り扱い及び／又は確実な作動を可能にするネブライザを提供することにある。
【０００７】
　この目的は、請求項１記載のネブライザによって達成される。好ましい実施形態は、従
属形式の請求項の内容である。
【０００８】
　本発明の一観点によれば、ネブライザは、電子記憶装置を備えた交換可能な容器を有し
、ネブライザ又はその計数装置は、電子記憶装置を電気的に接続する接続手段を有する。
これにより、特に多数の且つ／或いは種々の容器について容易且つ／或いは向上した取り
扱い及び／又は確実な作動が可能である。特に、電子記憶装置は、容器内に入っている流
体に関する情報、例えば流体又は流体の成分がどのようなものであるか、容量、充填又は
包装日時、最終使用日時等を含むのが良い。代替的に又は追加的に、ネブライザ又はその
計数装置を電子記憶装置に入っている情報、特に容器又はその流体の使用、最初の使用日
時及び／又は時刻、最後の使用日時及び時刻及び／又は全ての使用日時及び時刻、ネブラ
イザの識別及び／又は他の使用パラメータに関する情報を記憶しているのが良い。かくし
て、ネブライザ、容器及び／又は流体の使用又は作動をモニタし又はチェックすることが
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容易になる。
【０００９】
　好ましくは、容器は、流体の運搬中、圧力発生中及び／又は噴霧化中、ネブライザ内で
且つ／或いはネブライザのハウジング部品に対して動くことができる。この動作は、好ま
しくは、直線的且つ／或いはストローク状である。好ましくは、接続手段は、少なくとも
容器の端位置でのみ電子記憶装置への電気的接続を可能にする。これにより、単純な構成
の実現が容易である。
【００１０】
　本発明の別の観点によれば、ネブライザは、特に、容器を交換しなければならない場合
及び／又は現在の容器について所定の作動回数に達し又はこれを超えた場合、ネブライザ
を第１のロック状態においてそれ以上使用できないようロックすると共に／或いは第１の
ロック状態に達する前に又は第２のロック状態（最終ロック状態）においてネブライザの
開放又は容器の交換ができないようロックするロックを作動させる電気駆動装置を有する
。これにより、容易且つ／或いは確実な作動が可能になり、特に、ネブライザの単純な機
械的構造の実現が可能である。
【００１１】
　本発明の別の観点によれば、計数すると共に／或いはロックするのに必要なネブライザ
のコンポーネントの全て又は本質的に全ては、容器の交換又は挿入のために開くことがで
きると共に／或いはネブライザから分離できるネブライザのハウジング部品（下側ハウジ
ング部品）内に配置される。これにより、特に単純な構成及び／又は種々の要件に対する
ネブライザの適合が可能である。と言うのは、ハウジング部品だけを適合させ又は交換す
ることが比較的簡単だからである。
【００１２】
　本発明の上述の観点及び以下に説明する別の観点は、互いに別個独立に且つ任意の組み
合わせ状態で実現できる。
【００１３】
　本発明の別の利点、特徴、性質及び観点は、特許請求の範囲の記載及び図面を参照して
幾つかの好ましい実施形態についての以下の説明を読むと明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】非引張り操作状態における公知ネブライザの概略断面図である。
【図２】引張り操作状態における公知ネブライザを図１と比較して９０°回転させた状態
で示す概略断面図である。
【図３】本発明のネブライザの概略斜視図である。
【図４】図３のネブライザの略図であり、ハウジング部品が切除されると共に容器が設け
られている状態を示す図である。
【図５】図３のネブライザの概略断面図である。
【図６】容器の斜視図である。
【図７】ハウジング部品の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図において、同一の参照符号は、同一又は類似の部品について用いられ、対応の又は同
等な性質及び利点は、たとえ説明を繰り返さないでも達成される。
【００１６】
　図１及び図２は、流体２、特に、効能の高い医薬組成物、薬物等を噴霧化する公知のネ
ブライザ１を示しており、このネブライザは、非引張り操作状態（図１）及び引張り操作
状態（図２）で概略的に示されている。ネブライザ１は、特に、携帯用吸入器として構成
され、好ましくは、機械的に飲み且つ／或いは推進ガスなしで動作する。
【００１７】
　流体２、好ましくは液体、特に医薬組成物を噴霧化すると、エーロゾル１４（図１）が
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生じ、かかるエーロゾルは、ユーザにより吸息又は吸入可能である。通常、吸入は、患者
の苦しんでいる病気又は病訴に応じて、好ましくは定められた間隔で１日に少なくとも１
回、特に１日に数回行われる。
【００１８】
　ネブライザ１は、流体２を収容した挿入可能な又は交換可能な容器３を備え又は有する
。かくして、この容器３は、噴霧化されるべき流体２のリザーバを形成している。好まし
くは、容器３は、最高２００回の投与単位をもたらし、即ち、最高２００回のスプレー又
は適用を可能にするのに十分な多数回投与分の流体２又は有効物質を収容している。国際
公開第９６／０６０１１（Ａ１）号パンフレットに開示されているような典型的な容器３
は、約２～２０ｍｌの量を収容する。
【００１９】
　注目されなければならないこととして、投与量は、特に流体２又は薬剤に応じて様々で
あって良い。ネブライザ１をそれに応じて適合させることができる。
【００２０】
　さらに、容器３内に入っている投与分の数及び／又は容器３内に入っている流体２の全
容量は、流体２又はそれぞれの薬剤に応じて且つ／或いは容器３に応じて且つ／或いは必
要な薬物治療に応じて様々であって良い。
【００２１】
　好ましくは、容器３を交換し又は取り替えることができ、この場合、同一のネブライザ
１に用いることができる容器３の個数は、好ましくは、例えば全部で４つ又は５つの容器
３に制限される。
【００２２】
　容器３は、実質的に円筒形又はカートリッジの形状をしており、ネブライザ１をいった
ん開けると、容器を吸入器内に下から挿入でき、所望ならば交換することができる。この
容器は、好ましくは硬質又は剛性構造のものであり、流体２は、特に、容器３内の折り畳
み式袋４内に保持される。
【００２３】
　ネブライザ１は、流体２を特にあらかじめ設定され、オプションとして調節可能な投与
量で運搬して噴霧化する圧力発生器５を有する。圧力発生器５は、好ましくは、容器３を
解除可能に保持するホルダ６、ホルダ６と関連した駆動ばね７（部分的にしか示さず）及
び／又は好ましくは手動による作動又は押し下げのためのボタンの形態又はかかるボタン
を備えた制止要素８を有し、この制止要素は、ホルダ６を捕捉して制止することができ、
かかる制止要素８を手動で操作するとホルダ６を解除することができ、それにより駆動ば
ね７を拡張させることができる。圧力発生器５は、好ましくは、運搬要素、例えば運搬管
９、逆止弁１０、圧力チャンバ１１及び／又は流体２をマウスピース１３中に噴霧化する
ノズル１２を更に有する。完全に挿入された状態の容器３は、特にネブライザ１又はハウ
ジング部品１８が完全に閉じられる時又は閉じられるにつれて、ホルダ６によりネブライ
ザ１内に固定され又は保持され、運搬管９が、容器３を穿刺するようになっている。ホル
ダ６は、好ましくは、容器３を交換することができるよう構成される。
【００２４】
　駆動ばね７を引張り操作プロセスにおいて軸方向に引張り操作すると、ホルダ６が容器
３及び運搬管９と共に図面において下方に動かされて流体２が容器３から吸い出され、逆
止弁１０を通って圧力発生器５の圧力チャンバ１１内に吸い込まれる。この状態では、ホ
ルダ６は、駆動ばねが圧縮状態のままであるよう制止要素８によって捕捉される。この場
合、ネブライザ１は、いわゆる作動又は引張り操作状態にある。
【００２５】
　制止要素８の作動又は押圧後における噴霧化プロセスの次の弛緩中、圧力チャンバ１１
内の流体２は、今や閉鎖状態にある逆止弁１０を備えた運搬管９が駆動ばね７の弛緩又は
力により圧力チャンバ１１内で戻され、この場合、図面では上方に動かされ、今や加圧ラ
ム又はピストンとして働く。この圧力により、流体２は、ノズル１２中に送り込まれ、次
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に、図１に示されているようにエーロゾル１４の状態に噴霧化される。
【００２６】
　一般に、ネブライザ１は、流体に加わるばね圧力が５～２００ＭＰａ、好ましくは１０
～１００ＭＰａであると共に／或いは一ストローク当たりの送り出し流体量が１０～５０
μｌ、好ましくは１０～２０μｌ、最も好ましくは約１５μｌの状態で動作する。流体２
は、エーロゾル１４に変換され又はエーロゾル１４として噴霧化され、かかるエーロゾル
の液滴の空気力学径は、最大２０μｍ、好ましくは３～１０μｍである。好ましくは、発
生するジェットスプレーの角度は、２０°～１６０°、好ましくは８０°～１００°であ
る。これらの値は、特に好ましい値として本発明の教示に従って構成されるネブライザ１
にも当てはまる。
【００２７】
　ユーザ又は患者（図示せず）は、エーロゾル１４を吸入することができ、好ましくは、
その間、少なくとも１つの空気供給開口部１５を通って供給空気をマウスピース１３内に
吸い込むことができる。
【００２８】
　好ましくは、ネブライザ１又は駆動ばね７を手動で、特に作動部材の作動によって作動
させ又は引張り操作することができる。
【００２９】
　ネブライザ１は、好ましくは、上側ハウジング部品１６及びこの上側ハウジング部品に
対して回転可能な内側部品１７を有し（図２）、内側部品は、上側部分１７ａ及び下側部
分１７ｂを有し（図１）、他方、特に手動操作可能なハウジング部品（下側ハウジング部
品）１８が、好ましくは保持要素１９によってこの内側部品１７に解除自在に取り付けら
れ、特にこれに装着され又は保持されている。好ましくは、ハウジング部品１６，１８は
、ネブライザ１のハウジングを形成する。容器３を挿入すると共に／或いは）交換するた
めに、ハウジング部分１８をネブライザ１又はそのハウジングから取り外すことができる
。
【００３０】
　作動部材、好ましくはハウジング部品１８を作動させ、この場合、上側ハウジング部品
１６に対して回転させるのが良く、それにより内側部品１７が駆動される。その結果、駆
動ばね７は、内側部品１７、特にその上側部分１７ａとホルダ６との間に形成されていて
、ホルダ６に作用する歯車又は伝動装置（図示せず）によって軸方向に引っ張られる。引
張り操作中、容器３は、容器３が図２に示すような端位置を占めるまで軸方向下方に動か
される。この作動又は引張り操作状態では、駆動ばね７は、張力下にあり、この駆動ばね
を制止要素８によって捕捉し又は保持することができる。噴霧化プロセスの際、容器３を
駆動ばね７によってその元の位置（図１に示されている非引張り操作位置又は状態）に戻
す。かくして、容器３は、引張り操作中又は流体２の運搬中及び／又は圧力発生又は噴霧
化（プロセス）中、持ち上げ運動、ストローク運動もしくは直線運動又は前後運動を行う
。
【００３１】
　ハウジング部分１８は、好ましくは、キャップ状の下側ハウジング部品を形成し、容器
３の下方自由端部周りに又はこれに嵌まっている。駆動ばね７を引っ張ると、容器３は、
その端部分と共にハウジング部品１８内へ（更に）動き又はその端面に向かって動き、他
方、ハウジング部品１８内に設けられた通気手段、例えば軸方向に作用するばね２０が、
容器のベース（底）２１に接触し、容器が最初に穿刺要素２２に接触すると、このばねは
、穿刺要素２２により容器３又はこれに設けられたベースシールを穿孔し、空気を取り込
み又は通気させることができる。
【００３２】
　ネブライザ１は、好ましくは、計数装置２３を有し、この計数装置は、好ましくはハウ
ジングの上側部品１６に対する内側部品１７のその引張り操作又は回転を検出することに
よってネブライザ１の作動又は操作（使用）を計数する。好ましくは、計数装置２３又は
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ロック２４（好ましくは図１に示されているロックばねによって形成され、計数装置２３
によって作動される）は、ネブライザ１の作動又は使用（それ以上の作動又は使用）をロ
ックし、例えば、ハウジング部品１８／内側部品１７のそれ以上の回転及びかくしてネブ
ライザ１又はその駆動ばね７の引っ張り操作を制止すると共に／或いは或る特定の作動若
しくは動作回数又は所定の放出投与回数に達し又はこれを超えると、制止要素８の作動を
制止する。
【００３３】
　以下において、別の図を参照して本発明のネブライザ１の好ましい実施形態について詳
細に説明し、この場合、上述のネブライザ１との本質的な差異についてのみ強調し又は説
明する。かくして、図１及び図２に関する説明は、好ましくはそのまま又は類似な仕方で
当てはまり、特徴の任意所望の組み合わせが可能である。
【００３４】
　図３は、ネブライザ１をハウジング部品１８（下側ハウジング部品１８）が取り付けら
れた状態で側面側斜視図で示している。ネブライザ１、ハウジング部品１８又は計数装置
２３は、外部から見えるディスプレイ２５を有している。ディスプレイ２５は、好ましく
は、ハウジング部品１８によって保持され又はこの中に組み込まれている。しかしながら
、他の構成上の手段も又採用可能である。
【００３５】
　好ましくは、計数装置２３及び／又はロック２４は、少なくとも本質的に、ハウジング
部品１８のところに又はこの中に配置される。図４は、ハウジング部品１８が切除された
状態でネブライザ１を別の側面側斜視図で示しており、したがって、計数装置２３、ロッ
ク２４及びディスプレイ２５が見えるようになっている。
【００３６】
　好ましくは、計数装置２３及び／又はディスプレイ２５は、電子的に働く。特に、ディ
スプレイ２５は、図４に示されているようにケーブル２７によって計数装置２３に、特に
計数装置２３の回路板２６に接続されている。好ましくは、計数装置２３又は回路板２６
は、特に情報、例えば現在の容器３について実行された又は依然として実行できる作動回
数、ネブライザ１中に挿入された又はネブライザ１と共に依然として使用できる容器３の
個数、ネブライザ１又は流体２に関する、例えばネブライザ１の制止又はロック状態に関
する情報及び／又はネブライザ１を取り扱うため、例えば容器３を交換するための取り扱
い説明等を示し又は表示するためにディスプレイ２５を制御する。示される情報は、所望
に応じて変更可能である。代替的に又は追加的に、ディスプレイ２５は、計数装置２３を
制御するために使用できる。この場合、ディスプレイ２５は、好ましくは、タッチスクリ
ーンで形成される。
【００３７】
　好ましくは、計数装置２３又は回路板２６は、ハウジング部品１８の底端部又は軸方向
端部のところに配置され又はこれに隣接して配置されると共に／或いは図５のネブライザ
１の断面図で概略的に示されているようにハウジング部品１８中にクリップ留めされる。
【００３８】
　好ましくは、ネブライザ１又は容器３は、図５の概略断面図に示されているように電子
記憶装置２８を備えている。好ましくは、電子記憶装置は、電気的に消去可能であり、プ
ログラム可能であり且つ／或いは読み取り専用のものである。特に、電子記憶装置２８は
、いわゆるＥＥＰＲＯＭで形成された又はこれから成る。特に、電子記憶装置２８は、容
器３に関連すると共に／或いは好ましくは容器３に剛性的に連結されると共に／或いは容
器３から分離できない。
【００３９】
　好ましい実施形態では、電子記憶装置２８は、保持要素２９によって容器３のところ又
はこれに取り付けられている。好ましくは、保持要素２９は、リング状であると共に／或
いは容器３の一端部及び／又はベース２１を包囲している。保持要素２９は、押込み嵌め
により容器３に連結されると共に／或いは容器３の底縁部を包囲している。好ましくは、
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保持要素２９は、容器３に分離できないよう又は剛性的に固定されると共に／或いは容器
３と一緒に動く。
【００４０】
　好ましくは、保持要素２９は、プラスチックで作られると共に／或いは成形により特に
容器３に直接取り付けられている。しかしながら、記憶装置２８及び／又は保持要素２９
は、代替的に又は追加的に任意他の適当な仕方で、例えば接着、クランプ等によって容器
３に取り付けられても良い。
【００４１】
　保持要素２９は、容器３を保持すると共に／或いは容器３を引き、特に、容器３を取り
外し又は容器３を内側部品１７から引き出すためのグリップを形成することができる。
【００４２】
　好ましくは、ネブライザ１、容器３及び／又は計数装置２３は、電子記憶装置２８を特
に計数装置２３又はその回路板２６に電気的に接続する接続手段３０（図５には概略的に
しか示されていない）を有する。
【００４３】
　この実施形態では、電子記憶装置２８、保持要素２９及び／又は接続手段３０は、容器
３の軸方向端部又はベース２１のところに又はこれに隣接して配置されている。
【００４４】
　容器３は、流体２の運搬中、駆動ばね７の付勢中、圧力発生中及び／又は噴霧化中、ネ
ブライザ１内で且つ／或いはハウジング部品１８に対して動くことができ、特に前後に動
くことができるので、接続手段３０は、ネブライザ１のハウジング、特にハウジング部品
１８に関連した計数装置２３又はその回路板２６に対する容器３に関連した電子記憶装置
２８のそれぞれの動作を可能にするよう構成されている。この実施形態では、接続手段３
０は、少なくとも、容器３の端位置で又はこの端位置でのみ、特に、下方位置又は駆動ば
ね７が引っ張り操作された状態の位置で電子記憶装置２８への電気的接続を可能にするよ
う構成されている。これにより単純な構造が得られる。
【００４５】
　この実施形態では、接続手段３０は、好ましくは、１つ又は２つ以上の導体３１及び／
又はワイパ３２を含む。特に、多数の導体３１が、図６の分離状態の容器３の斜視図に示
されているように、好ましくは容器３又は保持要素２９の下側端面上にリング状に且つ／
或いは同軸状に配置されている。特に、導体３１は、共通平面内に且つ／或いは保持要素
２９の下縁部又は自由縁部に対して軸方向にオフセットした状態で配置されている。
【００４６】
　好ましくは、保持要素２９は、好ましくは計数装置２３又は回路板２６によって保持さ
れた穿刺要素２２が図５に示されているその下方位置に動かされると、保持要素２９を貫
通して延びて容器３を穿刺し又はガス抜きすることができるよう中央又は貫通穴３３を備
えている。好ましくは、導体３１は、この穴３３周りにぐるりと同軸状に配置されている
。
【００４７】
　図７は、分離されたハウジング部品１８を上から見た斜視図である。穿刺要素２２、回
路板２６及びワイパ３２の配置状態は、ハウジング部品１８内に、特にハウジング部品１
８内の底部上に見える。好ましくは、対をなすワイパ３２が１つの関連の導体３１への確
実な電気的接触を保証するよう設けられている。
【００４８】
　好ましくは、ワイパ３２は、上方に且つ／或いは容器３又は導体３１に当接するよう付
勢されている。これにより、良好な電気的接触（少なくとも、容器３がその下方位置にあ
ると共に／或いは引っ張り操作位置にあるとき）が保証される。
【００４９】
　ワイパ３２は、好ましくは、接続装置２３又は回路板２６によって包囲されると共に／
或いはこれに電気的に接続されている。導体３１は、電子記憶装置２８に電気的に接続さ
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れている。かくして、導体３１及びワイパ３２は、少なくとも容器３がその下方位置にあ
るとき、電子記憶装置２８と計数装置２３又は回路板２６との電気的接続又はこの逆の関
係の電気的接続を可能にする。
【００５０】
　好ましくは、計数装置２３又はその回路板２６は、ハウジング部品１８中にクリップ留
めされている。しかしながら、回路板２６は、任意他の適当な仕方でもハウジング１８に
接続され又はこの中で接続されるのが良い。
【００５１】
　好ましくは、ネブライザ１は、ロック２４を作動させる電気駆動装置３４を有する。電
気駆動装置３４は、図４に概略的に示されている。電気駆動装置３４は、好ましくは、図
５に概略的に示されている電気モータ３５及び関連（ねじ山付き）スピンドル３６を有し
ている。
【００５２】
　ロック３４は、好ましくは、ロック状態においてロック凹部３８内に嵌まり込むロック
要素３７を有している。図５は、ロック要素３７を非係合状態で示している。
【００５３】
　ロック要素３７は、特に電気駆動装置３４によって、好ましくはそれぞれのロック凹部
３８内に嵌まり込む位置と非係合位置との間でどちらからもいずれの位置に対しても動く
ことができる（直線的に動くことができる）。この実施形態では、ロック要素３７は、ロ
ック要素３７をモータ３５によりスピンドル３６の回転によって動かすことができる（軸
方向に動かすことができるようスピンドル３６と噛み合っている）。
【００５４】
　ロック要素３７は、好ましくは、非円形外側輪郭又は横断面を備え又は軸方向溝４０等
内で案内される半径方向突出部３９を備え、ロック要素３７は、軸方向又は直線的に動く
ことができるが、スピンドル３６と一緒に回転することが阻止されるようになっている。
しかしながら、他の構成上の手段も又採用可能である。
【００５５】
　好ましくは、ネブライザ１又は上側ハウジング部品１６は、種々の回転位置、特に好ま
しくは１８０°だけオフセットした２つの位置においてネブライザ１又は下側ハウジング
部品１８の制止を可能にするよう多数の、この場合２つの凹部３８を有している。と言う
のは、駆動ばね７を引っ張り操作すると共に／或いは流体２を圧力チャンバ１１中に運び
込むためにハウジング部品１８を好ましくは１８０°ステップ（刻み）で回転させること
ができるからである。
【００５６】
　ロック２４又はロック要素３７は、ロック状態において、好ましくはネブライザ１を用
いることができないよう、特に駆動ばね７を引っ張り操作できないよう且つ／或いはハウ
ジング部品１８を回すことができないよう且つ／或いは制止要素８を作動させ又は押すこ
とができないようネブライザ１をロックすることができる。特に、ロック２４又はロック
要素３７は、上側ハウジング部品１６に対するハウジング部品（下側ハウジング部品）１
８及びかくして内側部品１７の回転を制止することができる。好ましくは、ロック２４又
はロック要素３７は、ハウジング部品１８のところに配置され、位置決めされ又は案内さ
れ、このロック又はロック要素は、ロック状態においてネブライザ１の上側ハウジング部
品１６中に又は凹部３８（好ましくは上側ハウジング部品１６に形成されている）に嵌ま
り込み又はこれとは逆の関係が成り立つ。
【００５７】
　ロック２４は、好ましくは、気的に動作し又は作動される。換言すると、ロック２４は
、好ましくは、電気的に、この場合電気駆動装置３４によって働く。
【００５８】
　好ましくは、計数装置２３は、ロック２４、特に電気駆動装置３４を制御する。特に、
電気駆動装置３４は、図５に概略的に示されているようにケーブル４１によって計数装置
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２３又はその回路板２６に接続されている。
【００５９】
　ネブライザ１又は計数装置２３は、好ましくは、電力供給のためのバッテリ４２を有し
ている。このバッテリ４２は、所望ならば充電可能で又は交換可能であるのが良い。
【００６０】
　ネブライザ１又は計数装置２３は、図５に概略的に示されているように集積回路、記憶
装置及び／又はマイクロプロセッサ４３を有するのが良い。好ましくは、関連コンポーネ
ント、例えばバッテリ４２及び／又は集積回路、記憶装置及び／又はマイクロプロセッサ
４３、ケーブル２７，４１のためのコネクタ等は、回路板２６に接続されると共に／或い
はこの回路板によって保持される。
【００６１】
　好ましくは、ネブライザ１は、開くことがないよう又は容器交換を行うことができない
よう、特に下側ハウジング部品１８を取り外し又は離脱させることができないよう制止さ
れるのが良い。これを以下において、「開放制止」と呼ぶ。
【００６２】
　開放制止は、好ましくは、ロック２４、ロック要素３７及び／又は電気駆動装置３４に
よって制御される。この実施形態では、ハウジング部品１８をネブライザ１又は内側部品
１７から取り外すためには特にばね４４の力に抗して押し込まなければならない保持要素
１９は、押し込むことができないようロック２４又はロック要素３７によって制止される
のが良い。この目的のため、保持要素１９又は関連部分は、ロック要素３７に隣接して内
側部品１７周りに延びるのが良く、しかも、例えば、ロック要素３７のところで当接する
ことができる又はロック要素３７によって制止されることができる対抗面又は停止部４５
を有するのが良い。これにより、開放制止の実現のために、図５に示すように、ロック要
素３７の位置に応じて保持要素１９の押し下げ及び／又は半径方向変位が阻止される。し
かしながら、他の構成上の手段、例えば保持要素１９の軸方向変位も又採用可能である。
【００６３】
　容器３を挿入すると共に／或いは容器３又は新たな容器３を挿入した後にネブライザ１
を最初に引っ張り操作すると、接続手段３０を介して特に装置２３によって電子記憶装置
２８を読み取るのが良い。かくして、電子記憶装置２８に記憶されている情報を考慮し、
処理すると共に／或いは特にディスプレイ２５により表示することができる。情報は、容
器３内に入っている流体２に関する情報、充填日時、容器３の先の使用等を含むのが良い
。例えば、容器３が既に用いられている場合、その最初の使用又は最後の使用は、電子記
憶装置２８に記憶されており、そして先のネブライザ１、同一のネブライザ１及び／又は
別のネブライザ１とのそれ以上の使用を阻止することができるということが可能である。
【００６４】
　好ましくは、ディスプレイ２５は、ユーザ又は患者（図示せず）を手引きするために用
いられる。この目的のため、特にネブライザ１が用いられなければならないとき又は最初
に用いる前に多数回によってプライミングされなければならない場合、容器３が交換され
なければならない場合及び／又はネブライザ１が最終的にそれ以上使用できないようロッ
クされ又は制止された場合、それぞれの取り扱い説明を表示するのが良い。
【００６５】
　追加的に又は代替的に、ディスプレイ２５は、現在の容器３又は全ての容器３について
実施された又は依然として実施することができるネブライザ１の使用回数又は作動回数及
び／又は使用され若しくは挿入され又は依然として使用でき又は挿入できる容器３の個数
を表示することができる。
【００６６】
　好ましくは、計数装置２３は、特にネブライザ１又はその駆動ばね７の引っ張り操作、
上側ハウジング部品１６に対するハウジング部品１８又は内側部品の回転、流体運搬、流
体噴霧化、圧力発生、ロック要素８の作動、容器３の任意他の作動、動作及び／又はその
他を検出し又は計数することによってネブライザ１の使用又は作動を計数し又は検出する
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。特に、計数装置２３は、容器３の動作、特に駆動ばね７を引っ張り操作したとき及び／
又は流体運搬中若しくは容器３からの吸い出しの際の容器３のストロークを検出又は計数
する。
【００６７】
　この実施形態では、計数装置２３は、好ましくは、容器３がその下方位置又は引っ張り
操作位置に達するたびに検出又は計数を行う。好ましくは、これは、接続手段３０又はワ
イパ３２によって且つ／或いはマイクロスイッチ、近接スイッチ等によって検出され又は
計数される。特に、ネブライザ３が引っ張り操作位置に達すると、１つ又は２つ以上の導
体３１が１つ又は２つ以上のワイパ３２に電気的接続され、その結果、閉鎖電気ループ及
び／又は電子記憶装置２８への電気的接続を確立して検出することができるようになって
おり、したがって、ネブライザ１の使用又は作動として計数することができる。しかしな
がら、追加的に又は代替的に、他形式の検出又は計数が可能である。
【００６８】
　所望ならば、ネブライザ１又は容器３の各使用又は作動を電子記憶装置２８に記憶させ
ることができる。加うるに、追加のデータ、例えば日時、時刻、最初の使用、最後の使用
及び／又はその他を電子記憶装置２８及び／又は計数装置２３に記憶させることが可能で
ある。この目的のため、計数装置２３は、それぞれの時間基準等を含むのが良い。
【００６９】
　容器３を挿入した後、必要ならば、プライミングを行った後、ネブライザ１を容器３と
共に用いることができる。この状態では、開放制止は、好ましくは、特に保持要素１９を
押し下げることができないよう制止する位置でロック要素３７の運動によって働く。
【００７０】
　計数装置２３は、特に上述したように現在の容器３とのネブライザ１の使用又は作動を
計数する。所定の作動回数を用い又はこれを超えたとき、即ち、流体２の所定の若しくは
それ以上の投与回数を放出すると、ネブライザ１は、ネブライザ１が現在の容器３とそれ
以上使用できないよう係止される第１のロック状態に入る。このロック状態は、ハウジン
グ部品１８をそれ以上回転することができないようロックすると共に／或いはロック要素
３７をそれぞれのロック凹部３８内に嵌め込むことによってロック２４によって達成され
る。
【００７１】
　第１のロック状態では、ロック要素３７は、これがネブライザ１をそれ以上使用できず
又は引っ張り操作できないようにロックするが、開放制止を非動作状態にする位置に動か
される。この目的のため、ロック要素３７を凹部３８内に軸方向に動かすことができるの
で停止部４５は、通過し又は動いてロック要素３７の押し下げ等を行うことができ、その
結果、保持要素１９を押し下げてネブライザ１を開くと共に容器３を交換することができ
るようになる。
【００７２】
　容器３をハウジング部品１８及び計数装置２３と一緒に交換することが可能である。し
かしながら、好ましくは、容器３が交換され、同じハウジング部品１８及び計数装置２３
が再び用いられ、この場合、新たな容器３は、好ましくは、第１ステップでハウジング部
品１８内に挿入され、次に、ハウジング部品１８は、ネブライザ１に再び連結される。こ
の場合、計数装置２３は、特に電気的接続を確立することにより（これは、容器３の計数
及びネブライザ１の使用の計数にも使用できる）、例えば、新たな容器３の電子記憶装置
２８を電気的に接続することにより且つ／或いは任意他の適当な仕方で、例えば、マイク
ロスイッチ等によって容器３の交換を検出する。次に、ロック２４をロック解除し又は非
作動状態にし、特にロック要素３７を電気駆動装置３４によってその非係合位置に戻すこ
とによって開放制止を再び動作状態にする。次に、ネブライザ１を上述したように新たな
容器３と共に用いることができる。
【００７３】
　ネブライザ１は、好ましくは、いわゆるライフスパンブロッキング（life span blocki
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ng：作動回数制限）方式を備える。これは、ネブライザ１をもはやそれ以上使用すること
ができず、特に、それ以上の容器交換が可能ではないことを意味している。この最終制止
状態は、本明細書においては、第２のロック状態と呼ばれる。
【００７４】
　所定数の容器３がネブライザ１内に挿入されて用いられると、第２のロック状態に入る
。好ましくは、最後の容器３の作動又は使用作動回数が所定の数に達し又はこれを超える
と、ロック２４又はロック要素３７は、ネブライザ１をそれ以上使用できないようロック
するが、開放制止を非作動状態にはしない。これは、例えば、ロック要素３７が凹部３８
内まで動かされず、停止部４５が通過することができず、保持要素１９を押し下げること
ができず、その結果、ネブライザ１の開放及び容器交換が可能ではないようになることに
よって達成できる。
【００７５】
　換言すると、ロック２４及び／又は第１のロック状態は、容器３が交換される場合又は
交換された場合、リセット可能である。しかしながら、ロック２４及び／又は第１のロッ
ク状態は、第２のロック状態ではリセットできないよう制止される。
【００７６】
　注目されなければならないこととして、図３～図５は、カバー４６がマウスピース１３
を覆っている状態でネブライザ１を示している。このカバー４６は、ネブライザ１を使用
するために取り外し又は開放可能である。
【００７７】
　上述したように、上述の実施形態の個々の特徴、観点及び原理は又、所望に応じて互い
に組み合わせ可能であり、これらを特に図１及び図５のネブライザに使用するのが良いが
、同様な又は異なるネブライザにも使用できる。
【００７８】
　自立型機器等とは異なり、提案対象のネブライザ１は、好ましくは、携帯可能であるよ
う設計され、特に、可搬式の手操作型器具である。
【００７９】
　しかしながら、提案した解決手段を本明細書において具体的に説明したネブライザ１だ
けでなく、他のネブライザ又は吸入器、例えば粉末吸入器又はいわゆる計量投与型吸入器
にも利用できる。
【００８０】
　好ましくは、流体２は、上述したように液体、特に水性調合薬又はエタノール系調合薬
である。しかしながら、流体は、他の何らかの調合薬、サスペンション等であっても良い
。
【００８１】
　変形実施形態によれば、流体２は、粒子又は粉末を更に含んでいても良い。この場合、
噴出ノズル１２ではなく、他の何らかの種類の供給装置、特に、流体又は粉末等をマウス
ピース１３内に供給する噴出開口部（図示せず）又は供給チャネル（図示せず）が設けら
れるのが良い。オプションとしての給気開口部１５は、この場合、周囲空気を好ましくは
並列に供給してマウスピース１３を介する吸息又は吸入に十分な量の空気流を発生させ又
はその実現を可能にするのに役立つ。
【００８２】
　必要ならば、流体２は、推進ガスによって霧状にされても良い。
【００８３】
　好ましくは医療用の流体２の好ましい成分及び／又は調合薬は、国際公開第２００９／
１１５２００（Ａ１）号パンフレットに列記されており、この国際公開を参照により引用
し、その記載内容を本明細書の一部とする。上述したように、これらは、水性又は非水性
溶液、混合物、エタノールを含み又は溶剤のない調合薬等であって良い。
【符号の説明】
【００８４】
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　１　ネブライザ
　２　流体
　３　容器
　４　袋
　５　圧力発生器
　６　ホルダ
　７　駆動ばね
　８　ロック要素
　９　運搬管
　１０　逆止弁
　１１　圧力チャンバ
　１２　ノズル
　１３　マウスピース
　１４　エーロゾル
　１５　給気開口部
　１６　上側ハウジング部品
　１７　内側部品
　１７ａ　内側部品の上側部分
　１７ｂ　内側部品の下側部分
　１８　ハウジング部品（下側部品）
　１９　保持要素
　２０　ばね
　２１　ベース
　２２　穿刺要素
　２３　計数装置
　２４　ロック
　２５　ディスプレイ
　２６　回路板
　２７　ケーブル
　２８　記憶装置
　２９　保持要素
　３０　接続手段
　３１　導体
　３２　ワイパ
　３３　穴
　３４　電気駆動装置
　３５　モータ
　３６　スピンドル
　３７　ロック要素
　３８　ロック凹部
　３９　突出部
　４０　溝
　４１　ケーブル
　４２　バッテリ
　４３　マイクロプロセッサ
　４４　ばね
　４５　停止部
　４６　カバー
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